
そんなに急いで決めてし
まっていいんでしょうか？

ご存知
ですか？ 本当に

大阪市長が「大阪市　負の遺産」としてやり玉に挙げているWTCやATC
などの大型施設。いわゆる大阪都（府）構想で、二重行政は無くなり、そのよ
うな施設が作られることが無くなるのでしょうか？

実は、大阪市から特別区になったところで、「特別区は大型施設をつくれ
ない」という規制は無いため、大阪府と特別区の間に二重行政が発生する
可能性があるのです。
「大阪都（府）構想で二重行政の解消」といったような主張は、府民・市民を
だますことになります。
私たち自民党は、大阪市を廃止・分割しなくても、二重行政を解消し広域

行政の一元化が可能になる、「大阪会議（大阪戦略調整会議）」を提案して
います。

大阪市を廃止・分割することで、二重行政は無くなる！？
実際は、特別区でも大型施設は設置可能！

2月27日の大阪府議会自民党代表質問であきらかになりました

急急いで決めてしまっていいい
んでしょううか？？

ですか？

そんなに急いで決めてしそんんななにに急急いで決めてし
まっていいんで

毎年4000億円といって
いたが、なんと実際の効果

額は1億円！法定協議会資
料で判明！

新たに５つの区役所の庁
舎や区議会庁舎の建設等

で680億円が必要！

今後5年間で1071億円
の収支不足に！　平成45

年までの累計赤字は226
億円に！

府市の再編効果額は？

都（府）構想と経済は別問
題。橋下市長も「制度を変

えたからといって、

すぐに大阪経済が良くなる
とは思わない」と発言！

都（府）構想の実現で大阪
経済はよくなるの？

大阪都にはなりません。都
名を使えるのは東京都だ

け、名称は大阪府のままで
す。住民投票で可決されれば

大阪府は大阪都になるの？

大阪市も、従来の区名もな
くなるため、住居表示はす

べて変更。

書類や看板、名刺や封筒に
至るまですべて作り直す

必要が生じます！

手間と費用は住民や事業
者の負担となります。

大阪市やそれぞれの区で
築かれてきた貴重な歴史

や文化も途絶えることにな
ります。

住所はどうなるの？

一度つぶしたらもう元には
戻せない法律と制度にな

っています。
一度やらせてみて、あか

んかったら

またもとに戻したらええや
ん？

特別区・一部事務組合・大
阪府・都（府）区協議会と

、ＯＮＥ大阪どころか4重行
政に！

決められない行政、住民た
らいまわし行政へ

二重行政の解消は？

市民サービスはどうなる
の？

今までの区も区役所もな
くなり、支所での窓口業務

のみ、大事な相談は特別
区役所で。

近いどころか遠くなる市民
サービス！

二重行政の象徴・水道問題
はどうなったの？

橋下知事の主導で府の水
道は市町村の水道企業団

に移管、

結局、大阪府と大阪市の
水道は一本化されないこ

とになっています。

区独自の自主財源は3割
。残りは大阪府からの調整

財源！

権限も財源も今後の大阪
府の条例次第！

特別区の財源と権限はど
うなるの？

大
阪
市
を
解
体
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自民党が平成23年の大阪府議会議員・市会議員選挙の公約に
掲げた「大阪広域戦略協議会」をよりよくしたものが「大阪会議」
です。実現すれば、大阪市を解体することなく大阪経済を立て
直し、今ある大阪の課題を解決する方向に進めることができます。
大阪会議は都（府）構想よりも優れた制度です。

都（府）構想にしなくても、「広域行政の一元化」
「二重行政の解消」はできるんです。

自民党はこれまでも
提案してきました！

ぜ今まで提案しなかったの？な

自民党では、いち早く「大阪戦略調整会議」、略して「大阪会議」の設置条例案を各議会
に提案しました。大阪府と大阪市・堺市と各議員が同じテーブルを囲んで綿密に話し
合い、連携をとることで、広域行政の一元化と二重行政の解消を実現するものです。

 
「成長戦略」「産業振興」「交通政策」「環境政策」「都市魅力」
「まちづくり」などについて協議し、いわゆる「二重行政」を解消し
ます。これが成立すれば、全国でも初めての取組みとなります。

現在、政令指定都市は全国に20市。
大阪府下では大阪市と堺市が政令指定都市として市民に
対する行政サービスを提供しています。
政府も地方の権限強化を目的とした、都道府県・政令市調整会議
の設置を平成29年から義務付ける法改正を行ないました。
これはかねてより、自民党がすすめてきた法改正です。

大阪府知事、大阪市長、堺市長の3名と、議員
代表として府議会議員9名、大阪市会議員
9名、堺市議会議員9名で構成。議員は会派
比率によって選出されます。また、必要に応じ
て、関係する市町村にも参画してもらいます。

大阪府知事、大阪市長、堺市長の3名と、議員
代表として府議会議員9名、大阪市会議員
9名、堺市議会議員9名で構成。議員は会派

じ比率によって選出されます。また、必要に応じ
て、 。関係する市町村にも参画してもらいます。

そこで

昨年、地方自治法が改正され、
道府県と政令市の間に調整会議を
設置することが義務付けられました。

大阪会議
ってなに？

自民党が提案する、全国初の調整会議。

自民党は、全国に先駆けて「大阪会議」を
提案しました。 ※正式名称は「大阪戦略調整会議」。

都（府）区協議会都（府）区協議会
［協定書案］

大阪府へ

一
部
事
務
組
合

特別区

協定書案では都（府）区協議会が必要

堺　

市

大
阪
市 府下

市町村

大阪府

大阪会議大阪会議
［自民案］

自民案では大阪市を解体しなくても
大阪会議で二重行政の解消と
広域行政の一元化が可能に

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

＜4＞平成27年（2015年）3月18日（水曜日）
号　外平成27年（2015年）3月18日（水曜日）＜1＞ （昭和30年6月15日第三種郵便物認可）
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効
果
額
は
統
合
と
は
関
係
の
な
い
市
政
改
革
等
の
効
果
額
を
差
し
引
き

す
る
と
、な
ん
と
年
間
わ
ず
か
１
億
円
。

新
た
に
特
別
区
役
所
の
庁
舎
や
区
議
会
庁
舎
を
造
る
た
め
6
8
0
億
円

の
初
期
投
資
が
必
要
！

さ
ら
に
特
別
区
設
置
か
ら
5
年
間
で
、収
支
不
足
額
は
1
0
7
1
億
円
に

な
る
と
答
弁
！

①
特
別
区
の
自
主
財
源
は
わ
ず
か
３
割
、残
り
は
大
阪
府
か
ら
の
調
整
財
源

　

だ
よ
り
の
財
政
運
営
！

　

権
限
も
財
源
も
大
阪
府
の
条
例
次
第
。町
村
並
み
の
自
治
機
能
。

②
今
ま
で
の
区
役
所
は
支
所
と
な
り
、窓
口
業
務
の
み
、大
事
な
相
談
は

　

特
別
区
役
所
に
て
！
近
い
ど
こ
ろ
か
遠
く
な
る
市
民
サ
ー
ビ
ス
！

③
効
率
的
事
務
処
理
の
た
め
に
は
、や
っ
ぱ
り
従
来
の
市
域
全
体
を
カ
バ
ー

　

す
る
一
部
事
務
組
合
の
設
立
が
必
要
に
な
っ
た
！

④
５
つ
の
特
別
区
は
単
な
る
財
政
論
に
よ
る
区
割
り
で
あ
り
、歴
史・文
化・

　

産
業・交
通
機
能
等
の
都
市
と
し
て
の
一
体
性
を
欠
い
た
求
心
力
の
な
い

　

独
立
自
治
体
。

大
阪
府
と
大
阪
市
の
組
織
を
ひ
と
つ
に
し
、東
京
都
の
よ
う
な

行
政
組
織
に
す
る
。

12
今
ま
で
の
大
阪
市
は
解
体
、8
〜
9
の
特
別
区（
30
万
人
）に

分
離
分
割
し
、そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
し
た
自
治
体
に
す
る
。

　

↓
た
だ
し
協
定
書
案
で
は
5
つ
の
特
別
区（
35
万
人
〜
70
万
人
）

　
　

に
変
わ
っ
て
い
る
。

3
特
別
区
に
は
そ
れ
ぞ
れ
区
議
会
を
お
き
、区
長
は
公
選
と
す
る
。

5月17日
大都市法に基づく

住民投票の投票日（予定）

4月27日
大都市法に基づく
住民投票の告示（予定）

移
行
準
備
を
開
始

（
住
民
投
票
で
可
決
の
場
合
）

平成29年4月
大阪市解体・特別区設置

（予定）

現
在
予
定
さ
れ
て
い
る

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

住
民
投
票
っ
て
、

ど
ん
な
も
の
？

特
別
区
の
区
割
り

イ
メ
ー
ジ
図

法
定
協
議
会
で
明
ら
か
に

な
っ
た
問
題
点

大
都
市
制
度
の

基
本
的
な
考
え
方
の
違
い

大
阪
都（
府
）構
想
と
は
何
か
？

い
わ
ゆ
る

下
の
表
は
現
在
の
大
阪
市
が
ど
の
よ
う
に

廃
止
・
分
割
さ
れ
る
か
の
移
行
イ
メ
ー
ジ
図

で
す
。

左
の
表
が
、現
在
の
大
阪
市
の
仕
事
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
。

下
段
の
基
礎
事
務
と
い
う
の
が
一
般
の
市

町
村
が
行
っ
て
い
る
市
民
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

基
礎
自
治
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

上
段
の
広
域
事
務
と
い
う
の
は
、通
常
は

府
県
が
行
う
仕
事
で
す
が
、政
令
市
で
あ
る

大
阪
市
は
法
律
で
特
別
に
権
限
を
大
阪
府

か
ら
委
譲
さ
れ
、大
阪
市
域
の
広
域
行
政
は
、

警
察
や
高
等
学
校
等
の
事
務
を
除
き
、大
阪

市
が
担
当
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、大
阪

市
内
で
は
大
阪
府
の
仕
事
も
一
体
的
に
大
阪

市
で
や
っ
て
い
る
た
め
、実
際
に
は
2
重
で
は

な
く
1
重
行
政
と
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
右
の
表
は
、大
阪
市
を
廃
止
、分
割

後
の
市
内
の
行
政
の
イ
メ
ー
ジ
図
で
す
。

こ
こ
で
は
従
来
の
大
阪
市
の
仕
事
は
３
つ

に
分
割
さ
れ
、表
上
段
の
広
域
事
務
は
大
阪
府

へ
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、基
礎
事
務
は
五
つ
の
特
別
区
と

も
う
一つ
の
行
政
執
行
団
体
で
あ
る
一
部
事
務

組
合
の
六
つ
の
団
体
で
処
理
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

大
阪
市
が
従
来
し
て
い
た
仕
事
の
う
ち
、

国
民
健
康
保
険
事
業
や
介
護
保
険
事
業
、水
道

事
業
な
ど
は
特
別
区
に
ど
う
し
て
も
持
っ
て
い

け
ず
別
の
団
体
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
ま
し
た
。た
と
え
ば
水
道
は
東
淀
川
区

の
浄
水
場
で
大
阪
全
市
の
水
を
作
り
、こ
れ
を

各
家
庭
に
供
給
し
て
い
ま
す
が
、こ
れ
を
分
割

私
た
ち
自
民
党
は
大
阪
再
生
と
行
政
制
度
の
変
更
と
は

別
問
題
と
主
張
し
て
き
ま
し
た
。特
に
大
阪
再
生
に
は
的
確

な
経
済
対
策
の
立
案・遂
行
が
不
可
欠
で
あ
り
、今
の
よ
う

に
大
阪
に
特
化
し
た
経
済
政
策
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
見
合
っ
た
関
西
全
体
の
経
済
対
策
の

立
案・遂
行
を
進
め
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、こ
の
た
め
、大
阪
府
や
大
阪
市
、堺
市
を
は
じ
め

オ
ー
ル
大
阪
で
の
成
長
戦
略
の
策
定
や
推
進
が
大
事
で
あ
り
、

こ
の
た
め
の
政
策
の一元
化
や
推
進
の
た
め
の
協
議・調
整
を
、

首
長
だ
け
で
な
く
議
会
の
代
表
が
入
っ
た
責
任
あ
る
会
議
調

整
機
関
と
し
て
、大
阪
戦
略
調
整
会
議
、略
称「
大
阪

会
議
」を
設
け
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。大
阪
都（
府
）構
想

案
の
よ
う
に
大
阪
市
や
堺
市
を
廃
止・分
割
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
屋
上
屋
の
都（
府
）区
協
議
会
も
設
け
る
必
要
も
な
く
、

オ
ー
ル
大
阪
の
力
を
結
集
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
上
で
、今
の
よ
う
に
関
西
各
県
と
不
協
和
を
起
こ
す

の
で
な
く
、関
西
広
域
連
合
の
真
の
力
を
引
き
出
し
、関
西
の

総
力
を
あ
げ
て
大
阪
・
関
西
経
済
の
浮
揚
を
図
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、都
市
内
の
分
権
は
時
代
の
要
請
で
あ
り
、今
の

行
政
区
を
変
革
し
、新
し
い
自
治
法
で
設
置
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
総
合
区
制
度
を
導
入
、よ
り
き
め
細
か
い
住
民

自
治
の
拡
充
に
努
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

政令市である大阪市はなくなりますので、
今までの行政区はなくなり、新たに左記の
名称の五つの特別区に再編されます。
このため、従来の区役所は廃止され、支所

となり、窓口業務（戸籍や住民登録、保健業
務など）だけは残りますが、地域振興や住民
活動などの相談・指導は特別区役所の業務
となります。新しい特別区役所の所在地は
当面、左に記載の場所となります。
従来の区にあった行政区長やまちづくり
担当・総務機能はなくなり、特別区にて一括
管理されます。区民祭りも特別区全体で
行うか、または、失くなるかも知れません。
特別区の区割りには、その区が将来どう

あるべきかの検討はされず、人口と近接の
論理と財政収支から割ったものであり、それ
以上のものは検討してないとのことです。

特別区とは、独立した自治体で、たとえ
て言えば小大阪市のようなものです。
ただし、一般の市町村のような財源も権限
もなく、従来大阪市が持っていた市税のうち、
個人市民税やたばこ税などは固有の財源と
されますが、税の大部分を占める固定資産税
や都市計画税、法人市民税や事業所税は大
阪府で一括徴収、そのうちの一定割合を調
整財源として府から交付され、その割り当
ての範囲内で住民サービスをすることになっ
ています。
このように一般の独立自治体である市町村
が本来持つ財源や権限を持たぬため、一般の
市町村とは区別し特別区と言われています。
もちろん大阪市が一体的に提供してきた
市民へのサービスは、その特別区の財政力に
応じて決められることになります。このため、
平成２９年の4月からは道路一つ隔てただ
けで、市民サービスは変ることになります。

実際には…実際には… 世
界
的
な
都
市
間
競
争
に
打
ち
勝
つ「
強
い
大
阪
の
実
現
」？

   ”府・市
を
統
合
、年
間
効
果
額
４
０
０
０
億
円
で
経
済
再
生
を
は
か
る
！
“    

こ
れ
っ
て
ホ
ン
ト
？

と
言
っ
て
い
ま
し
た
が

と
言
っ
て
い
ま
し
た
が

と
い
う
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た

と
い
う
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た

住
民
の
参
加
で
誰
も
が
生
き
生
き
暮
ら
せ
る

「
や
さ
し
い
大
阪
」の
実
現
？

   ”大
阪
市
を
再
編
し
、中
核
市
並
み
の
権
限
を
持
っ
た
特
別
区
に
！
“   

こ
れ
っ
て
ホ
ン
ト
？

大
阪
市
の
廃
止・分
割
へ
の
移
行（
イ
メ
ー
ジ
）

協定書案 自民案
広
域
行
政

大阪府へ
※大阪市は解体
※堺市は不参加

大阪戦略調整会議（大阪会議）
※府、市、堺市が参加
※大阪市の解体は不要

都（府）区協議会が調整のため必要 不　要

基
礎
行
政

独立自治体として「特別区」を設置 市の行政区として「総合区」を導入
広域事務処理に「一部事務組合」が必要 不　要

特別区長は公選 総合区長は議会承認⇒準公選⇒公選

現在の行政区はなくなる 行政区を残しながら順次総合区へ

特別区の権限は町村並み 総合区の権限は政令市と
同等まで可能

上記のとおり、自民案では大阪市を解体することなく、二重行政の解消と身近な行政の推進を実現することが可能。

す
る
こ
と
は
不
可
能
と
わ
か
り
、表
下
段
右
の
よ
う
な
一
部
事
務
組
合

と
い
う
団
体
を
別
に
つ
く
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、大
阪
市
を
廃
止
し
、指
揮
官
を
一
つ
に
す
る
と
い
う
の

が
最
大
の
売
り
で
し
た
が
、結
果
的
に
は
知
事
と
5
人
の
特
別
区
長
、

一
つ
の
事
務
組
合
と
い
う
七
つ
の
指
揮
官
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、こ
の
七
つ
の
意
思
を
ま
と
め
る
た
め
、別
途
、都（
府
）区
協

議
会
と
い
う
会
議
組
織
を
新
た
に
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

大
阪
市
域
の
人
為
的
・
恣
意
的
な
分
断
は

大
阪
の
力
を
破
壊
す
る
！

現
在
の
大
阪
の
都
市
機
能
は
、１
３
０
年
の
歴
史
と
莫
大
な
投
資
に
よ
り
築
き
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、市
内
２４
区
の
相
互
の
補
完
関
係
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

放
射
上
に
大
阪
市
内
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
交
通
機
能
や
商
業・工
業・港
湾・流
通
な
ど
の
産
業
機
能

の
役
割
分
担
で
成
り
立
っ
て
き
た
大
阪
の
総
合
機
能
を
、数
合
わ
せ
だ
け
の
区
割
り
で
バ
ラ
バ
ラ
に
し

て
し
ま
え
ば
、大
阪
の
力
は
高
ま
る
ど
こ
ろ
か
、破
壊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（H24決算） 3兆8095億円
特別区特別区大阪市

大阪府へ移管
（H24決算） 1兆5402億円

特 

別 

区

特 

別 

区

特 

別 

区

特 

別 

区

特 

別 

区

（H24決算）
1兆3771億円

一
部
事
務
組
合

（H24決算）
6425億円

【広域事務】

【基礎事務】

大阪市役所

24区役所

◆決算額は、平成24年度決算における
　全会計の事業費ベース

※別途、地下鉄事業の民営化などで2497億円

基
本
的
に
は
、衆
議
院
議
員
選
挙
や

自
治
体
議
員
選
挙
と
同
じ
よ
う
な
選
挙

で
あ
り
、公
職
選
挙
法
の
一
部
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。選
挙
の
告
示
が

あ
り
、運
動
期
間
が
あ
り
、期
日
前
選
挙

も
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

候
補
者
は
人
間
で
な
く
協
定
書
案
が

候
補
者
に
な
り
、協
定
書
案
に
賛
成
か

反
対
か
で
、住
民
の
意
思
を
決
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
住
民
投
票
は
、

あ
く
ま
で
大
阪
市
を
廃
止・分
割
に
賛
成
か

反
対
か
を
問
う
選
挙
と
な
り
ま
す
の
で
、

大
阪
市
民
だ
け
が
有
権
者
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、普
通
の
選
挙
と
違
い
、最
低

得
票
数
の
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

投
票
に
行
っ
た
人
だ
け
の
、一
票
で
も
多
い

ほ
う
の
数
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

な
お
、地
方
選
挙
の
後
、議
会
の
意
思
が

変
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、い
っ
た
ん
住
民

投
票
で
決
ま
れ
ば
、も
う
元
に
も
ど
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

東淀川区

旭区

淀川区

西淀川区
福島区

北区
都
島
区

此花区 西区

城東区城東区
鶴見区

港区

大正区
生野区

住吉区

阿
倍
野
区

西
成
区

東
住
吉
区

平野区

東成区

住之江区住之江区

住之江区

東区役所
（建替後の城東区役所）

大阪市城東区
中央3丁目5番

北区役所（現市役所本庁舎）
大阪市北区中之島1丁目3番20号

湾岸区役所
（現港区役所）

大阪市港区
市岡1丁目15番25号

中央区役所
（現西成区役所）
大阪市西成区
岸里1丁目5番20号

南区役所
（現阿倍野区役所）
大阪市阿倍野区
文の里1丁目1番40号

天
王
寺
区

天
王
寺
区

中央区中央区

北区
628,977人

湾岸区
343,986人

中央区
415,237人 東区

583,709人

南区
693,405人

浪速区浪速区

都（
府
）区
協
議
会

×

×

×

×

×

×

＜2＞平成27年（2015年）3月18日（水曜日）＜3＞ 平成27年（2015年）3月18日（水曜日）


